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財務監査等（事務）報告書 

 

令和６年度第３回定期監査（事務）の実施結果について、以下のとおり報告する。 

なお、監査の実施に当たっては、札幌市監査委員監査基準（令和２年３月26日監

査委員決定）に準拠した。 

 

監査の種類 財務監査、行政監査 

 

監査の対象 

総務局   秘書部、国際部、広報部、オンブズマン事務局 

スポーツ局 スポーツ部、招致推進部 

豊平区   市民部、保健福祉部 

清田区   市民部、保健福祉部 

南区    市民部、保健福祉部 

 

監査の着眼点（評価項目） 

上記「監査の対象」の事務におけるリスクのうち、市民等への影響、発生頻度等を

考慮し特に重要と考えられるリスクを、監査上の重要リスクとし、対応する監査の

着眼点（評価項目）を設定した。 

着眼点（評価項目）は、16ページからの別表のとおりである。 

 

監査の実施内容 

監査の範囲 

令和６年１月１日から同年12月31日までに執行された財務に関す

る事務及びその他の事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象と

する。） 

監査の方法 
前記事務を対象として、関係書類の抽出による検査及び関係

職員からの説明聴取により実施した。 

監査の期間  令和７年１月９日から同年３月27日まで 

 

監査の結果 

対象となった事務について、次のとおり指摘すべき事項等がみられた。 

  



第１ 指摘事項 

 

１ 支出事務 

 

⑴ 契約に関する事務を適正に行うべきもの 

【総務局国際部、スポーツ局スポーツ部、豊平区市民部、 

清田区保健福祉部、南区市民部、南区保健福祉部】 

 

契約に関する事務において、以下のとおり不適正な事例がみられた。 

 

【スポーツ局スポーツ部】 

ア 物品及び役務の調達に関する事務を適正に行うべきもの 

音響設備の一部が故障したため、設備全体の保全業務として役務契約に

より機器の一部を更新しているが、仕様書において完了時に提出すること

を定めた書類について、再委託で求められる所要の手続を経ることなく、

受託業者以外の業者が作成しているものがみられた。 

しかし、当該更新した機器については、特別な制作過程を経る必要がな

い既製品であったことから、物品調達も可能であったと考えられ、この場

合において、調達した機器の据え付け及び調整が必要であれば、別に役務

で発注する手法が一般的に推奨されている。 

物品購入と役務では契約の締結に係る専決区分が違うなど、入札・契約

事務の取扱いが異なり、こうした取扱いを厳格に運用することは、公平性・

競争性の観点においても、最少の経費で最大の効果を得るために重要であ

ると考えられることから、今後は、関係規程等についての理解を十分に深

め、適正な事務の執行に努められたい。 

 

【清田区保健福祉部】 

イ 見積合せに関する事務を適正に行うべきもの 

役務の適正な履行を担保し、入札等の公平性、透明性、競争性を確保する

ため、札幌市では、入札等への参加を希望する事業者の事前登録を求めて

おり、参加資格の審査を行ったうえで札幌市競争入札参加資格者名簿に登

載している。 

しかし、今回、業務の履行実績があることを理由に当該名簿に登載のな

い事業者を指名して見積合せに参加させ、当該事業者と契約を締結してい

るものがみられた。 

事業者の適正性を十分審査せずに契約を締結し履行させたことは、業務

発注に係る公正を欠く不適正な事務と言わざるを得ない。 

今後は、関係規程等についての理解を十分に深めるなど、適正かつ確実

な事務の執行に努められたい。 

 



【南区保健福祉部】 

ウ 見積書に関する事務を適正に行うべきもの 

見積書に関する事務において、以下のとおり不適正な事例がみられた。 

(ア) 見積日を空欄で記載するよう業者に指示し、カラーコピーした見積書

の写しに見積日が手書きされたものを本見積としてシステム登録してい

るもの 

(イ) 日付が空欄の見積書を収受し、見積日未記載のまま受付印を押すこと

なくシステム登録しているもの 

 

行政文書の電子的管理において、電子媒体を正本・原本として体系的に

管理することが進められている中で、上記(ア)の事務処理については、シス

テムに登録する文書の真正性を損なう不適正な事務処理である。 

また、(イ)についても、通知に即さない事務処理であることを踏まえると、

今後はこのような誤った事務処理の再発を防ぐため、関係規程等を確認し

て関係職員が基本的な事項を理解するよう取り組むことはもとより、組織

としてのチェック体制の強化を図りながら、適正かつ確実な事務の執行に

努められたい。 

 

【総務局国際部】 

エ 契約書の取り交わしに関する事務を適正に行うべきもの 

契約は契約書その他の書面により行うこととされているが、契約書の取

り交わしを行わずに業務を行わせているものがみられた。 

こうした不適切な事務処理は、業務輻輳による事務の遅れに加え、組織

的な進捗状況の確認不足に起因すると考えられる。契約書の取り交わしを

行わないまま業務が履行されたことは、受託者と打合せした内容を立証す

るものが無く、後日紛争が生じるリスクがある。また、契約事務の規程に

基づく組織の意思決定を経ずに業務を行わせたことは、入札等の適正な執

行や、契約の相手方、契約額等の内容を確認する機会を損ない、不適正な

契約や発注が行われる懸念からも、厳に慎まなければならない。 

今後は、担当者はもとより組織的に進捗管理を徹底するなど、適正な契

約事務が行われるよう努められたい。 

 

【豊平区市民部、南区市民部】 

オ 再委託に関する事務を適正に行うべきもの 

【豊平区市民部】 

(ア) 役務契約は原則再委託が禁止されており、受託者が再委託を行う場合

は事前に本市の承諾を受ける必要があるが、所要の手続を経ないまま別

業者が業務の一部を行っているものがみられた。 

今後は、関係規程等をしっかりと確認するとともに、再発防止に向け

た対応策を検討したうえで、適正な事務の執行に努められたい。 



【南区市民部】 

(イ) 建築物の環境衛生管理業務においては、その内容から業務の一部を再

委託せざるをえない場合もあるが、受託者からの提出物により、受託者

以外の者が業務の一部を行っていることを確認できるにもかかわらず、

委託者の承諾がないまま再委託が行われているものがみられた。 

札幌市物品・役務契約事務様式基準に定める役務契約約款では、再委

託を原則として禁止しており、役務の一部であって、その性質上特にや

むを得ないと認められる場合には、委託者の承諾を得たうえで、再委託

を行うことができることとしている。 

今後は、関係規程等についての職員の理解を十分に深め、適正な契約

事務に努められたい。 

 

【総務局国際部、スポーツ局スポーツ部、南区市民部】 

カ 仕様書で提出を定めている書類の確認等を適正に行うべきもの 

【以下、総務局国際部】 

(ア) 仕様書で提出することを定めている現金保管責任者の報告書が提出さ

れていないものがみられた。 

(イ) 仕様書で提出することを定めている事業計画書等の書類について、公

文書管理に係る規程に基づいた処理が行われていないため収受及び供覧

等が行われていることを客観的に確認できないものがみられた。 

上記(ア)及び(イ)の事務処理について、受託者に提出を求める書類は、役務

の適正な履行を確保するために必要なものであることから、組織として適

切に管理すべきである。 

今後は、契約関係書類等について十分に確認のうえ、チェック体制の強

化を図りながら、適正な事務の執行に努められたい。 

【スポーツ局スポーツ部】 

(ウ) 役務契約において、仕様書で定める書類が受託者から提出されていな

いものがみられた。 

今後は、必要な書類については確実に徴取するよう組織としてチェッ

ク体制の強化を図るとともに、改めて仕様書等の内容を精査し、必要に

応じて提出書類の見直しを検討するなど、適正かつ円滑な事務の執行に

努められたい。 

【南区市民部】 

(エ) 仕様書で提出することを定めている書類が提出されていないものが複

数みられた。 

この事務処理については、内部統制制度の特定リスクとして既に認識

のうえ、その対応策等を定めていたにもかかわらず、これが適切に実施

されていなかったものである。 

今後は同様の誤りを防ぐため、実効性のあるチェック体制を検討する

などしたうえで、リスク対応策を改めて部内職員へ周知徹底し、適正な



事務の執行に努められたい。 

 

【南区市民部】 

キ 産業廃棄物処理に関する事務を適正に行うべきもの 

産業廃棄物の運搬及び処分の受託者は、所定の工程が終わったときは10

日以内に産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを委託者（札幌市）に送

付することとされているが、この送付が遅滞しているものがみられた。 

マニフェストの写しの送付は受託者の責務であるものの、送付を受けた

委託者は運搬及び処分の終了を当該写しにより確認すること、及び当該写

しを一定期間保存することが法令により定められていることから、今後は、

同様の誤りを防ぐため、関係法令等を今一度しっかりと確認したうえで、

適正な事務の執行に努められたい。 

 

⑵ 補助金に関する事務を適正に行うべきもの 

【スポーツ局スポーツ部】 

 

スポーツ施設整備費補助金指定事務取扱要領では、申請者が暴力団等でな

いことを補助の要件の１つとして定めているところ、申請者から当該要件に

適合していることを確認できる書類等を徴取しておらず、当該項目を審査し

得ない状況となっていた。 

補助金とは、交付することが真に行政上実効があり、公益上必要があると

認めたときに交付を決定すべきものであることから、申請者の交付先として

の適格性について審査することは極めて重要である。 

今後は、関係規程等を今一度しっかりと確認のうえ、申請者から徴取する

書類を見直す等、適正かつ確実な事務の執行に努められたい。 

 

⑶ 指定管理者制度に関する事務を適正に行うべきもの 

【スポーツ局スポーツ部】 

 

指定管理者は、毎事業年度終了後、期日までに札幌市に事業報告書を提出

し、その承認を受けなければならないと協定書に定めているところ、提出の

あった事業報告書について承認に係る意思決定を起案等で行っていないもの

がみられた。 

指定管理者は施設の管理運営を包括的に行うものであり、当該指定管理施

設の管理運営が協定に定めた管理業務の計画書等に従い適切に実施されてい

るか確認・検証するうえで事業報告書の承認は重要である。札幌市公文書管

理規則では、事案に係る意思決定を行う場合は公文書を作成し所定の決裁を

受けることを定めており、今後は協定書及び関係規程等を改めて確認し、公

文書管理を踏まえた適正な事務の執行に努められたい。 

 



⑷ 旅費に関する事務を適正に行うべきもの 

【スポーツ局招致推進部、豊平区保健福祉部】 

 

旅費に関する事務において、以下のとおり不適正な事例がみられた。 

 

【スポーツ局招致推進部】 

ア 鉄道賃について、旅行する目的地が複数にわたる場合の旅客運賃の計算

は、旅行日数が乗車券の有効日数の範囲内で、かつ、途中下車ができる場

合で鉄道が同一方向に連続する場合は、目的地ごとに計算せず、通算した

キロ程により計算するものとするとされているところ、乗車券について目

的地ごとに計算しているものがみられた。 

今後は、関係規程等についての職員の理解を十分に深め、適正な事務の

執行に努められたい。 

【豊平区保健福祉部】 

イ 旅費の精算に関する事務において、職員部が発出した通知では、宿泊料

の支払額については、一般的には領収書により証明されるものとしており、

当該領収書に記載がない項目については、宿泊予約時のメール等を印刷し

たもの等により補うとされ、それでもなお不足する項目がある場合には、

宿泊施設に証明書の作成を依頼すると示されている。 

しかし、出張命令の受命者から領収書が提出されていたにもかかわらず、

精算事務において当該領収書を添付することなく、宿泊施設が発行した宿

泊証明書を証明書類とし、加えて、当該証明書には宿泊金額の記載がなかっ

たことから、書類の体裁を整えるため事務を担当する職員が金額を追記し

て処理を行っているものがみられた。 

受命者から提出された領収書を添付しない相当の理由がなく、文書の発

行者が証明すべき事項を職員が追記した書類をもって精算事務を行った本

事案は、事務処理として不適正なものである。 

今後は、関係規程等について職員の理解を十分に深め、規程等に即した

事務の執行に努められたい。 

 

⑸ 会計年度任用職員の手当支給に関する事務を適正に行うべきもの 

【南区市民部】 

 

会計年度任用職員の手当支給に関する事務において、以下のとおり不適正

な事例がみられた。 

 

ア 「正規の勤務時間が割り振られた日」に時間外勤務を行った場合は、正

規の勤務時間と時間外勤務の時間との合計が７時間45分に達するまでの勤

務と、その時間を超えた勤務で支給割合が異なるが、全て７時間45分に達

するまでの勤務の支給割合で支給しているもの 



イ 「正規の勤務時間が割り振られた日」以外に勤務を行った場合は、「正規

の勤務時間が割り振られた日」における勤務と支給割合が異なるが、「正

規の勤務時間が割り振られた日」における勤務の支給割合で支給している

もの 

 

こうした事務処理は、関係規程等の理解不足に起因すると考えられるが、

今後は、同様の誤りを防ぐため、関係規程等を今一度しっかりと確認したう

えで、適正な事務の執行に努められたい。 

 

２ 財産管理事務 

 

⑴ 備品の出納管理に関する事務を適正に行うべきもの 

【スポーツ局スポーツ部】 

 

備品の出納管理に関する事務において、以下のとおり不適正な事例がみら

れた。 

 

ア 公の施設において指定管理者が管理する物件のうち備品については、仕

様書では、その内容は別表によると規定しているが、これが明示的ではな

く、管理の対象となる備品が判然としない状況のものがみられた。 

管理物件については、指定管理者が善良なる管理者の注意をもって管理

しなければならないものであることから、札幌市と指定管理者の間で疑義

が生じないよう、仕様書の中でその内容を明確に定めるべきものである。 

今後は、備品の管理に対する職員の理解を深めるとともに、仕様書等の

記載に漏れがないかチェックを強化するなど、組織として適切に管理する

体制の構築に努められたい。 

イ 札幌市が公の施設の指定管理者に貸与している備品について、貸与備品

の一覧表の更新が協定書締結時以降一度も行われておらず、備品出納簿と

の記載が整合しない不正確なものがみられた。 

貸与備品は札幌市の財産であり、なおかつ、通常は施設の管理運営に基

本的に必要となる耐用年数の長いものであることから、適切な管理を継続

的に行うためにも、一覧表は随時更新し、指定管理者と認識の相違がない

よう共有することが重要である。 

今後は、貸与備品の一覧表が指定管理者制度において備品を管理するう

えで基本となるものであることを認識し、適正かつ確実な事務の執行に努

められたい。 

 

３ 行政運営事務 

 

⑴ 乳幼児健診に関する事務を適正に行うべきもの 



【南区保健福祉部】 

 

乳幼児健診に関する事務において、以下のとおり不適正な事例がみられた。 

 

ア 国の機関に対する照会について、国が指定する様式の不使用を理由とし

て返戻されているものがみられた。 

なお、課内の別の係においても同様の照会を行っているが、この照会に

ついては国から照会文書を返戻されていない。 

イ 上記アの照会文書の返戻後、再度照会文書を発送するまで、結果として

１か月以上を要していた。 

 

上記アについては、別の係では返戻されていないことを踏まえると、事務

に関する理解が不十分であったことに加え、課内での情報共有や連携が不十

分であったことが一因であると認められる。 

また、イについては、照会を再度検討すべき事情が発生したことは認めら

れるものの、不備により返戻された経緯を踏まえると、直ちに国の指定様式

を使用し、速やかに再照会を行うべきと考える。 

今後は、組織における事務の適正な執行の確保に特に留意し、事務の状況

把握や速やかな処理に意を用いることはもとより、必要に応じて他区の状況

を参考にして事務の進め方を見直すなど、適正かつ迅速な事務の執行に向け

て改善に努められたい。 

 

 

第２ 意見（要望）事項  

 

１ 委託先の研修に関する事務について 

【総務局広報部】 

 

札幌市コールセンター運営業務に係る委託先で実施する研修報告について、

一部口頭で受けているものがあり、実施した事実を客観的に確認できない事例

がみられた。 

業務の性質上、従事者に対して行う研修は、業務の適正な履行の確保におい

て最も重要なものであることから、今後は、研修の内容を具体的かつ確実に把

握するために書面で報告を求めるなど、業務の有効性をより意識した手法を検

討するよう要望する。 

 

２ 補助金に関する事務について 

【スポーツ局スポーツ部、豊平区保健福祉部】 

 

【スポーツ局スポーツ部】 



⑴ 特に公益性の高い事業に対する補助金と認められるものについて、札幌市

補助金等の事務取扱に関する規程に基づき交付決定を行ってはいるものの、

補助の趣旨や目的のほか、補助対象経費や提出書類など基本的事項を規定し

た要綱等が定められていないものがみられた。 

交付に係る要件や提出資料を明確に規定して、当該規定に照らして客観的

に申請内容の適否を審査することが重要であり、今後は、当該補助金に係る

基本的事項の法的整備について検討するよう要望する。 

また、当該補助金については、精算時に交付先から提出された書類に誤り

があったことから、今後はチェック機能の強化を図るなど、審査を確実に行

う体制や方法についても併せて検討されたい。 

 

【豊平区保健福祉部】 

⑵ 補助金の交付に関する事務において、起案文書に交付要件を満たしている

ことを挙証する書類の添付が十分ではないにもかかわらず、そのまま交付決

定を行っているものがみられた。 

また、特例的に補助対象としている事項について、交付決定を行った根拠

が起案上明確に記載されていなかった。 

補助金とは、交付することが真に行政上実効があり、公益上必要があると

認めたときに交付を決定すべきものであることから、今後は、関係規程等に

ついて職員の理解を十分に深めるとともに、書類等の客観的資料に基づき審

査を行うことを徹底するなど、より一層適正な事務の執行に努めることを要

望する。 

そして、特例的な取扱いについては起案文書に経過等を記載するなど、補

助金の交付決定に至る過程について、合理的に跡付け、又は検証することが

できるよう、公文書の適正な作成にも留意されたい。 

 

３ 指定管理者制度に関する事務について 

【スポーツ局スポーツ部】 

 

協定書において、自主事業における収入の一部を管理運営費用の不足分に充

当するなど、札幌市・市民に還元すると定めているところ、指定管理者から提

出された事業報告書等の書類等では、過年度決算の剰余金処分額を合算した額

のみが記載されていたことから、自主事業に限った還元の状況を確認すること

ができないものがみられた。 

自主事業であっても、公の施設の管理運営に付随して実施されるものである

ことを踏まえると、今後は事業報告の方法を見直すなど、協定書で定める当該

事業に係る還元状況について、より的確な把握に努めるよう要望する。 

 

 

第３ 基本的遵守事項 



今回の監査において、指摘すべき事項等とはしていないものの、今後の事務

執行に際して、留意すべき事項は次のとおりである。 

 

１ 旅費の支給に関する事務について 

【総務局国際部】 

 

概算旅費の精算に関する事務について、以下の事例がみられた。 

 

⑴ 概算払の旅費の精算は、旅行終了日の翌日から５日以内に完了しなければ

ならないが、この精算処理が遅延しているもの 

⑵ 概算払の旅費に返納金が生じた場合は、返納告知の日の翌日から10日以内

に納入しなければならないが、納期限を誤って処理しているもの 

 

こうした事務処理は、令和２年度第１回定期監査においても同様の事例がみ

られたものであり、経理担当の引継書に記載するなどの対応により改善を図る

としていたにもかかわらず、それらが十分に実施されず、事務の取扱いを再度

誤ってしまったものである。 

今後は、関係規程についての理解を十分に深めたうえで正しい事務処理方法

を再確認するとともに、その内容が人事異動を経ても引き継がれるよう組織内

の情報共有体制の強化を図り、同様の誤りを繰り返すことのないよう再発防止

に努められたい。 

 

２ 備品等の出納管理に関する事務について 

【総務局国際部、南区保健福祉部】 

 

【総務局国際部】 

⑴ 指定管理施設の鍵について、物品使用貸借契約を交わしていないものがみ

られた。 

この事務処理については、内部統制制度の特定リスクとして既に認識のう

え、その対応策等を定めていたにもかかわらず、当該事務の遺漏に気づかず、

これが適切に実施されていなかったものである。  

今後は同様の誤りを防ぐため、関係規定等を今一度しっかりと確認したう

えで基本的な事項を理解し、更なるチェック体制の強化を図りながら、適正

かつ確実な事務の執行に努められたい。 

 

【南区保健福祉部】 

⑵ 備品の出納事務において、財務会計システムで物品購入では使用すべきで

はない機能で誤って処理したことにより、物品出納通知書が出力されなかっ

たが、これを見落としたため当該通知書を送付することなく物品分任出納員

に引き渡したものがみられた。 



 

３ 給油指図書の使用に関する事務について 

【清田区保健福祉部】 

 

単価契約を締結している石油製品等について給油を受けるときには、使用者

は、契約事業者に給油指図書を提示し、給油数量等の記載を受けることとなっ

ており、当該事業者が給油数量を誤記した場合には、これを訂正することなく

指図書を再発行して、正規の給油数量を記載させることとしている。 

しかし、今回、給油数量に１リットル未満の記載欄があったことから、事業

者が給油指図書をケタずれして記載し、使用者が当該誤記を認識せずそのまま

使用しているものがみられた。 

 

４ 金券の管理に関する事務について 

【総務局国際部】 

 

新千歳空港駐車場のプリペイドカ―ドについて、残額があったが、駐車場で

の取扱いが終了しており、未使用残高払戻の申出期間も経過しているものがみ

られた。 

 

５ 事務執行の管理等について 

金券類の管理等の事務執行に係る「事務の状況確認シート」及び「チェック

リスト」による自主点検後においても、下表のとおり不備がみられた。 

こうした事務執行に係る管理の形骸化は事故等の発生リスクを増大させる恐

れがあることから、適切な事務の管理手法を組織的に検討するなど、今後同様

の誤りを繰り返すことがないよう努められたい。 

  



 

 

 

 

対象事務 

 

対象部 

現
金
・
金
券
類
の
管
理
等 

備
品
の
出
納
管
理
等 

営
業
車

の
使
用
等 

Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ａ
等
の
使
用
等 

給
油
指
図
書
の
使
用
等 

総務局広報部  ×    

スポーツ局スポーツ部    ×  

豊平区市民部    ×  

豊平区保健福祉部    ×  

南区保健福祉部  ×  ×  

   ※ ×印の箇所が不備のみられた事務である。 

   ※ 総務局秘書部、国際部及びオンブズマン事務局、スポーツ局招致推進部、

清田区市民部及び保健福祉部並びに南区市民部においては、不備がみられ

なかった。 

 

 



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【その他】

会計年度任用職員の任用等

が適正に行われないリスク

■誤った事務処理は、各種法令等を遵守しないことにつながるとと

もに、任用された会計年度任用職員に不利益をもたらす可能性があ

るため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



総務局 秘書部

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

―

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

―

■任用、再度任用、給与・各種手当支給、休暇付与、人事評

価等の事務が、関係規程に沿って行われているか。

■年10日以上の年次休暇が付与されている会計年度任用職員

が、関係通知に基づく年次休暇の時季指定などにより、年５

日以上の年休を取得しているか。

―

―

対応する指摘等の項目

別表



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【指定管理】

市有施設の管理が適正に行

われないリスク

■協定書等に基づいた施設の管理運営が行われていない場合、施設

の設置目的を達成できないおそれがあるため。

■必要な届出や報告がなされていない場合、管理運営状況を検証で

きず、改善の指導等を適切に行えないおそれがあるため。

■備品の管理が不適正な場合、市の財産が毀損されるとともに、市

民等の利用に支障が生じる可能性があるため。

【その他】

会計年度任用職員の任用等

が適正に行われないリスク

■誤った事務処理は、各種法令等を遵守しないことにつながるとと

もに、任用された会計年度任用職員に不利益をもたらす可能性があ

るため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



総務局 国際部

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

【指摘事項】

・契約に関する事務を適正に行う

べきもの

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

【指摘事項】

・契約に関する事務を適正に行う

べきもの

■協定書や仕様書等で提出等を求めている管理運営に関して

必要な届出や報告がされているか。

■提出された報告書等を踏まえて評価等が適切に行われてい

るか。

■業務検査や財務検査が適切に行われているか。

■指定管理者に貸与した備品について、物品使用貸借契約を

締結し、備品出納簿で適正に管理されているか。

【基本的遵守事項】

・備品等の出納管理に関する事務

について

■任用、再度任用、給与・各種手当支給、休暇付与、人事評

価等の事務が、関係規程に沿って行われているか。

■年10日以上の年次休暇が付与されている会計年度任用職員

が、関係通知に基づく年次休暇の時季指定などにより、年５

日以上の年休を取得しているか。

―

【基本的遵守事項】

・旅費の支給に関する事務につい

て

・金券の管理に関する事務につい

て

対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【その他】

会計年度任用職員の任用等

が適正に行われないリスク

■誤った事務処理は、各種法令等を遵守しないことにつながるとと

もに、任用された会計年度任用職員に不利益をもたらす可能性があ

るため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



総務局 広報部

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

―

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

【意見（要望）事項】

・委託先の研修に関する事務につ

いて

■任用、再度任用、給与・各種手当支給、休暇付与、人事評

価等の事務が、関係規程に沿って行われているか。

■年10日以上の年次休暇が付与されている会計年度任用職員

が、関係通知に基づく年次休暇の時季指定などにより、年５

日以上の年休を取得しているか。

―

【基本的遵守事項】

・事務執行の管理等について

対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【その他】

会計年度任用職員の任用等

が適正に行われないリスク

■誤った事務処理は、各種法令等を遵守しないことにつながるとと

もに、任用された会計年度任用職員に不利益をもたらす可能性があ

るため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



総務局 オンブズマン事務局

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

―

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

―

■任用、再度任用、給与・各種手当支給、休暇付与、人事評

価等の事務が、関係規程に沿って行われているか。

■年10日以上の年次休暇が付与されている会計年度任用職員

が、関係通知に基づく年次休暇の時季指定などにより、年５

日以上の年休を取得しているか。

―

―

対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【財産管理】

財産管理が適正に行われな

いリスク

■公有財産の管理不備を原因とした事故が発生し、住民の生命・身

体を脅かす可能性があるため。

■隣接地権者との境界トラブルや不法占用が生じる可能性があるた

め。

■市の財産価値が適正に把握されないとともに、毀損される可能性

があるため。

【指定管理】

市有施設の管理が適正に行

われないリスク

■協定書等に基づいた施設の管理運営が行われていない場合、施設

の設置目的を達成できないおそれがあるため。

■必要な届出や報告がなされていない場合、管理運営状況を検証で

きず、改善の指導等を適切に行えないおそれがあるため。

■備品の管理が不適正な場合、市の財産が毀損されるとともに、市

民等の利用に支障が生じる可能性があるため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



スポーツ局 スポーツ部、招致推進部

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

―

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

【指摘事項】

・契約に関する事務を適正に行う

べきもの

■公有財産規程に則して公有財産台帳が整備されているな

ど、資産が適正に管理されているか。

■少なくとも年に１回以上の現地調査を行い、「公有財産実

地管理記録調書」に調査結果が記載されているか。

■調査の結果、修繕等の対策が必要であった場合に適切な措

置が取られているか。

■取得価格が100万円以上の物品について、固定資産台帳と

毎年度会計管理者に報告される重要な物品の現在高、備品出

納簿との間に齟齬がないか。

■各財産の貸付・目的外使用等が適切に行われているか。

―

■協定書や仕様書等で提出等を求めている管理運営に関して

必要な届出や報告がされているか。

■提出された報告書等を踏まえて評価等が適切に行われてい

るか。

■業務検査や財務検査が適切に行われているか。

■指定管理者に貸与した備品について、物品使用貸借契約を

締結し、備品出納簿で適正に管理されているか。

【指摘事項】

・指定管理者制度に関する事務を

適正に行うべきもの

・備品の出納管理に関する事務を

適正に行うべきもの

【意見（要望）事項】

・指定管理者制度に関する事務に

ついて

【指摘事項】

・補助金に関する事務を適正に行

うべきもの

・旅費に関する事務を適正に行う

べきもの

【意見（要望）事項】

・補助金に関する事務について

【基本的遵守事項】

・事務執行の管理等について

対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【指定管理】

市有施設の管理が適正に行

われないリスク

■協定書等に基づいた施設の管理運営が行われていない場合、施設

の設置目的を達成できないおそれがあるため。

■必要な届出や報告がなされていない場合、管理運営状況を検証で

きず、改善の指導等を適切に行えないおそれがあるため。

■備品の管理が不適正な場合、市の財産が毀損されるとともに、市

民等の利用に支障が生じる可能性があるため。

【その他】

会計年度任用職員の任用等

が適正に行われないリスク

■誤った事務処理は、各種法令等を遵守しないことにつながるとと

もに、任用された会計年度任用職員に不利益をもたらす可能性があ

るため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



豊平区　市民部

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

【指摘事項】

・契約に関する事務を適正に行う

べきもの

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

―

■協定書や仕様書等で提出等を求めている管理運営に関して

必要な届出や報告がされているか。

■提出された報告書等を踏まえて評価等が適切に行われてい

るか。

■業務検査や財務検査が適切に行われているか。

■指定管理者に貸与した備品について、物品使用貸借契約を

締結し、備品出納簿で適正に管理されているか。

―

■任用、再度任用、給与・各種手当支給、休暇付与、人事評

価等の事務が、関係規程に沿って行われているか。

■年10日以上の年次休暇が付与されている会計年度任用職員

が、関係通知に基づく年次休暇の時季指定などにより、年５

日以上の年休を取得しているか。

―

【基本的遵守事項】

・事務執行の管理等について

対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【支出】

補助金の交付が適正に行わ

れないリスク

■交付決定等に当たり、審査手続が適正に行われない場合、補助の

目的が達成されないなど市に損失を与える可能性があるため。

■不適正な事務処理があった場合、公平性の観点から、市民からの

信頼低下等の社会的な影響があるため。

【その他】

会計年度任用職員の任用等

が適正に行われないリスク

■誤った事務処理は、各種法令等を遵守しないことにつながるとと

もに、任用された会計年度任用職員に不利益をもたらす可能性があ

るため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



豊平区 保健福祉部

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

―

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

―

■要綱等で定められた申請書類の不足がないか、また、各書

類の記載事項に不備はないか。

■交付申請（変更申請含む）、交付決定、補助金額確定、精

算等の処理が要綱等に定められた期間内に行われているか。

■補助要件、補助対象経費は、要綱等に基づき正しく認定さ

れているか。

【意見（要望）事項】

・補助金に関する事務について

■任用、再度任用、給与・各種手当支給、休暇付与、人事評

価等の事務が、関係規程に沿って行われているか。

■年10日以上の年次休暇が付与されている会計年度任用職員

が、関係通知に基づく年次休暇の時季指定などにより、年５

日以上の年休を取得しているか。

―

【指摘事項】

・旅費に関する事務を適正に行う

べきもの

【基本的遵守事項】

・事務執行の管理等について

対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【指定管理】

市有施設の管理が適正に行

われないリスク

■協定書等に基づいた施設の管理運営が行われていない場合、施設

の設置目的を達成できないおそれがあるため。

■必要な届出や報告がなされていない場合、管理運営状況を検証で

きず、改善の指導等を適切に行えないおそれがあるため。

■備品の管理が不適正な場合、市の財産が毀損されるとともに、市

民等の利用に支障が生じる可能性があるため。

【その他】

会計年度任用職員の任用等

が適正に行われないリスク

■誤った事務処理は、各種法令等を遵守しないことにつながるとと

もに、任用された会計年度任用職員に不利益をもたらす可能性があ

るため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



清田区　市民部

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

―

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

―

■協定書や仕様書等で提出等を求めている管理運営に関して

必要な届出や報告がされているか。

■提出された報告書等を踏まえて評価等が適切に行われてい

るか。

■業務検査や財務検査が適切に行われているか。

■指定管理者に貸与した備品について、物品使用貸借契約を

締結し、備品出納簿で適正に管理されているか。

―

■任用、再度任用、給与・各種手当支給、休暇付与、人事評

価等の事務が、関係規程に沿って行われているか。

■年10日以上の年次休暇が付与されている会計年度任用職員

が、関係通知に基づく年次休暇の時季指定などにより、年５

日以上の年休を取得しているか。

―

―

対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【支出】

補助金の交付が適正に行わ

れないリスク

■交付決定等に当たり、審査手続が適正に行われない場合、補助の

目的が達成されないなど市に損失を与える可能性があるため。

■不適正な事務処理があった場合、公平性の観点から、市民からの

信頼低下等の社会的な影響があるため。

【その他】

会計年度任用職員の任用等

が適正に行われないリスク

■誤った事務処理は、各種法令等を遵守しないことにつながるとと

もに、任用された会計年度任用職員に不利益をもたらす可能性があ

るため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



清田区 保健福祉部

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

【指摘事項】

・契約に関する事務を適正に行う

べきもの

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

―

■要綱等で定められた申請書類の不足がないか、また、各書

類の記載事項に不備はないか。

■交付申請（変更申請含む）、交付決定、補助金額確定、精

算等の処理が要綱等に定められた期間内に行われているか。

■補助要件、補助対象経費は、要綱等に基づき正しく認定さ

れているか。

―

■任用、再度任用、給与・各種手当支給、休暇付与、人事評

価等の事務が、関係規程に沿って行われているか。

■年10日以上の年次休暇が付与されている会計年度任用職員

が、関係通知に基づく年次休暇の時季指定などにより、年５

日以上の年休を取得しているか。

―

【基本的遵守事項】

・給油指図書の使用に関する事務

について

対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【指定管理】

市有施設の管理が適正に行

われないリスク

■協定書等に基づいた施設の管理運営が行われていない場合、施設

の設置目的を達成できないおそれがあるため。

■必要な届出や報告がなされていない場合、管理運営状況を検証で

きず、改善の指導等を適切に行えないおそれがあるため。

■備品の管理が不適正な場合、市の財産が毀損されるとともに、市

民等の利用に支障が生じる可能性があるため。

【その他】

会計年度任用職員の任用等

が適正に行われないリスク

■誤った事務処理は、各種法令等を遵守しないことにつながるとと

もに、任用された会計年度任用職員に不利益をもたらす可能性があ

るため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



南区　市民部

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

―

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

【指摘事項】

・契約に関する事務を適正に行う

べきもの

■協定書や仕様書等で提出等を求めている管理運営に関して

必要な届出や報告がされているか。

■提出された報告書等を踏まえて評価等が適切に行われてい

るか。

■業務検査や財務検査が適切に行われているか。

■指定管理者に貸与した備品について、物品使用貸借契約を

締結し、備品出納簿で適正に管理されているか。

―

■任用、再度任用、給与・各種手当支給、休暇付与、人事評

価等の事務が、関係規程に沿って行われているか。

■年10日以上の年次休暇が付与されている会計年度任用職員

が、関係通知に基づく年次休暇の時季指定などにより、年５

日以上の年休を取得しているか。

【指摘事項】

・会計年度任用職員の手当支給に

関する事務を適正に行うべきもの

―

対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・支出】

関係規程等に則さない契約

事務手続が行われるリスク

■関係規程に反する事務処理は、調達の必要性や効率性、経済性な

どが確保されないおそれがあり、不必要（過大）な経費負担を招く

おそれがあるため。

■重大なものは、関係職員の処分に及ぶ可能性があり、発生した職

場だけではなく、市職員全体の信用失墜につながるため。

■契約手続や契約書等の記載内容など、不適正な事務処理が見られ

るため。

【共通・支出】

履行監督・検査における不

備の見過しが行われるリス

ク

■検査の不備等は架空受入・納品物横領を誘因するリスクとなり、

この結果法令違反となった場合には、発生した職場だけではなく、

市職員全体の信用失墜につながるため。

■役務の不履行等により業務目的が達成されず、円滑な事務事業の

遂行に影響を及ぼすため。

■物品購入や役務の履行における検査に際し、不適正な事務処理が

見られるため。

【支出】

補助金の交付が適正に行わ

れないリスク

■交付決定等に当たり、審査手続が適正に行われない場合、補助の

目的が達成されないなど市に損失を与える可能性があるため。

■不適正な事務処理があった場合、公平性の観点から、市民からの

信頼低下等の社会的な影響があるため。

【その他】

会計年度任用職員の任用等

が適正に行われないリスク

■誤った事務処理は、各種法令等を遵守しないことにつながるとと

もに、任用された会計年度任用職員に不利益をもたらす可能性があ

るため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



南区 保健福祉部

監査のチェックポイント

■業務内容が適切に検討され、契約書や仕様書の記載に不備

がないか。

■積算が適切に行われているか。

■一次伺（方針伺）から契約締結までの一連の事務処理が矛

盾なく規定に沿って行われているか。

【指摘事項】

・契約に関する事務を適正に行う

べきもの

■履行の監督が適正に行われているか。

■契約書や仕様書等で提出を求めている書類がすべて整って

おり、不備等はないか。

■契約書や仕様書等で定めた業務の履行がされているか。

■履行検査は、履行内容を客観的に確認できる書類（写真

等）の提出を受けて行われているか。

■検査は規定に沿って正しく行われているか。

―

■要綱等で定められた申請書類の不足がないか、また、各書

類の記載事項に不備はないか。

■交付申請（変更申請含む）、交付決定、補助金額確定、精

算等の処理が要綱等に定められた期間内に行われているか。

■補助要件、補助対象経費は、要綱等に基づき正しく認定さ

れているか。

―

■任用、再度任用、給与・各種手当支給、休暇付与、人事評

価等の事務が、関係規程に沿って行われているか。

■年10日以上の年次休暇が付与されている会計年度任用職員

が、関係通知に基づく年次休暇の時季指定などにより、年５

日以上の年休を取得しているか。

―

【指摘事項】

・乳幼児健診に関する事務を適正

に行うべきもの

【基本的遵守事項】

・備品等の出納管理に関する事務

について

・事務執行の管理等について

対応する指摘等の項目





 

 

 

 

 

 

 

 

財 務 監 査 等 
 

（工事） 



 

財務監査等（工事）報告書 

 

令和６年度第３回定期監査（工事）の実施結果について、以下のとおり報告する。 

なお、監査の実施に当たっては、札幌市監査委員監査基準（令和２年３月26日監

査委員決定）に準拠した。 

 

監査の種類 財務監査、行政監査 

 

監査の対象 

水道局  給水部 

 

監査の着眼点（評価項目） 

上記「監査の対象」の工事等におけるリスクのうち、市民等への影響、発生頻度

等を考慮し特に重要と考えられるリスクを、監査上の重要リスクとし、対応する監

査の着眼点（評価項目）を設定した。 

着眼点（評価項目）は、46ページからの別表１のとおりである。 

 

監査の実施内容 

監査の範囲 

令和６年１月１日から同年12月31日までに完成した土木、建築、

設備工事等に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて

他の年度の執行分も対象とする。） 

監査の方法 
前記監査範囲のうちから、別表２に掲げる工事等を抽出し、関係

書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。 

監査の期間 令和７年１月９日から同年３月27日まで 

 

監査の結果 

対象となった工事等について、次のとおり指摘すべき事項等がみられた。 

 

  



 

第１ 指摘事項 

 

１ 工事設計 

 

⑴ 土留工の積算を適正に行うべきもの 

【水道局給水部】 

 

「水道工事積算基準」では、管埋設及び付属設備等設置にあたっては必要

に応じて土留工(*)を計上することと定められており、積算においては、土留

工の部材である矢板、腹起し、切梁(*)の賃料を計上することとされている。 

今回監査した土木工事において、土留工が計上されており、積算について

確認したところ、矢板については、施工に必要な数量分の賃料を計上してい

たが、腹起し、切梁については、必要な数量を計上していなかったため、過

少な積算となっている事例がみられた。 

設計数量の確認不足及び検算審査が不十分なことが原因と考えられる。 

今後は、このようなことがないように、設計及び検算審査の各段階におけ

るチェック機能を強化するなどの再発防止に向けた取組を講じて、適正な工

事設計に努められたい。 

 

(*) 土留工（≒山留め）：掘削を行う場合に、周辺土砂の崩壊防止や止水を目的とし

て設けられる仮設構造物 

(*) 矢板：地盤を掘削する際に、周囲の地盤が崩れないように土を押さえるための板 

(*) 腹起し：矢板からの荷重（土圧等）を受け、これを切梁に伝達させるための部材 

(*) 切梁：腹起しを介して矢板からの荷重を支える部材 

 

 

２ 工事監理 

 

⑴ 皮膚等障害防止用保護具を適切に使用すべきもの 

【水道局給水部】 

 

労働安全衛生規則等では、事業者は、皮膚等障害化学物質等(*)を取り扱う

業務に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は

保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならないと定められている。 

今回監査した土木・建築工事において、当該物質を取り扱っていた労働者

が、適切な保護具を使用していない事例がみられた。 

受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注

者に対して安全管理について指導を徹底すべきであったと考える。 

今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向

けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。 



 

 

(*) 皮膚等障害化学物質等：皮膚や目から吸収されると、健康障害を生ずるおそれの

ある物質 

 

⑵ 高所作業を安全に実施すべきもの 

【水道局給水部】 

 

労働安全衛生規則では、事業者は、高さが２メートル以上の作業床の端、

開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場所には、囲い、

手すり、覆い等を設けなければならない、また、これらの措置が困難なとき

は、労働者に要求性能墜落制止用器具(*)を使用させるなどの措置を講じなけ

ればならないと定められている。 

今回監査した土木工事において、労働者が高さ２メートル以上の擁壁や土

留めの端で作業を行っていたが、墜落による危険を防止するための措置を講

じていない事例がみられた。 

受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注

者に対して安全管理について指導を徹底すべきであったと考える。 

工事現場における安全の確保は、全てに優先するものであり、高所作業に

おける安全管理の不徹底は、労働災害の発生リスクを高め、墜落や転落によ

る死傷事故の発生が懸念されることから、今後は、このようなことがないよ

うに、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者

への指導に努められたい。 

 

(*) 要求性能墜落制止用器具：高所作業において、労働者の墜落や転落などの労働災

害を防止するための保護具 

 

⑶ 土留工を適切に実施すべきもの 

【水道局給水部】 

 

建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）では、土留工の要否につい

ては、建築基準法における山留めの基準に準じると定められており、同法施

行令では、1.5メートル以上の根切り工事(*)を行う場合においては、地盤が

崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないと

きを除き、山留めを設けなければならないと定められている。 

今回監査した土木工事において、地盤が崩壊するおそれがある箇所で1.5メ

ートル以上掘削しているにもかかわらず、土留工を適切に設置していない事

例がみられた。 

受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注

者に対して安全管理について指導を徹底すべきであったと考える。 

工事現場における安全の確保は、全てに優先するものであり、掘削作業に



 

おける安全管理の不徹底は、労働災害の発生リスクを高め、地盤の崩壊によ

る死傷事故の発生が懸念されることから、今後は、このようなことがないよ

うに、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者

への指導に努められたい。 

 

(*) 根切り工事：建物の基礎を作るために地盤を掘削する工事 

 

⑷ 道路の掘削を安全に実施すべきもの 

【水道局給水部】 

 

道路法施行令では、道路を掘削する場合においては、えぐり掘(*)の方法に

よらないことと定められている。 

今回監査した土木工事において、既設水道管の閉塞や地下埋設物の確認の

ため道路を掘削する際に、えぐり掘の方法により掘削している事例がみられ

た。 

受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注

者に対して安全管理について指導を徹底すべきであったと考える。 

今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向

けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。 

 

(*) えぐり掘：地表から縦穴を掘った後、その底から横穴を掘る方法 

 

 

第２ 意見（要望）事項 

 

１ 管工事仕様書について 

【水道局給水部】 

 

今回監査した土木工事において、通水状態の配水管フランジ(*)部のボルト交

換を行う際に、漏水防止対策を実施していない事例がみられた。 

通水状態でボルトを交換する際には、ボルト取り外し時にフランジ接合部か

ら水圧による漏水発生のおそれがある。 

配水管のフランジ接合の取扱いについては「管工事仕様書」に記載されてい

るが、通水状態でのボルト交換手順や漏水防止対策については明記されていな

いことから、フランジ接合の取扱いとして不十分と考える。 

管工事仕様書は、統一的な解釈及び運用を図るために定めたものであること

から、漏水防止対策の必要性について共通認識を図り、作業を安全に実施する

ために、具体的な作業手順を明記することを検討するよう要望する。 

 

(*) フランジ：配水管同士をつなぐための円盤状の部分（図１参照） 



 

 

 

 

図１ フランジの概念図 

 

  

フランジ 

配水管Ａ 配水管Ｂ 

（配水管ＡとＢを接合する部分） 



 

 



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【共通・工事設計】

積算が適正に行われないリ

スク

■違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。

【共通・工事監理】

工事の品質管理が適正に行

われないリスク

■工事の品質が確保されない（請負契約が適正に履行されない）こ

とによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。

【共通・工事監理】

安全管理が適正に行われな

いリスク

■社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念され

るため。

【共通・工事事務】

事務手続が適正に行われな

いリスク

■設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施し

たことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。

■着手時や設計変更時に、事務手続が適正に行われなかったことに

より、不適正な予算執行につながることが懸念されるため。

【工事監理】

工事に伴う許可や届出等が

適正に行われないリスク

■工事が適正に監理されないことによる信用失墜が懸念されるた

め。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



水道局 給水部

監査のチェックポイント

■共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行

われているか。

■単価の設定が適正に行われているか。

■見積りによる単価策定が適正に行われているか。

■数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。

【指摘事項】

・土留工の積算を適正に行うべき

 もの

■設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。

■品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われている

か、また、その記録は整備されているか。

■品質管理に配慮した施工が行われているか。

―

■安全管理に係る資格や体制は適正か。

■誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれの

ある箇所に労働者を配置していないか。

■土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。

■高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用

しているか。

■クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていな

いか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。

■積載物の重量が車両の重量制限を超えていないか。

【指摘事項】

・皮膚等障害防止用保護具を適切

 に使用すべきもの

・高所作業を安全に実施すべきも

 の

・土留工を適切に実施すべきもの

・道路の掘削を安全に実施すべき

 もの

【意見（要望）事項】

・管工事仕様書について

■設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われてい

ないか。

■契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時

に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。

―

■特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われて

いるか。

■道路使用許可条件を遵守しているか。

―

―

対応する指摘等の項目

別表１



別表２

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1 西町南ポンプ場流入管整備工事 39,174,300
2023.08.23

～
2024.01.09

一般

2 西野浄水場Ｎｏ．２・３天日乾燥床改修工事 270,086,300
2023.05.24

～
2024.02.17

一般

3
生活基盤施設耐震化等交付金事業 白川取水渠新設
工事

1,049,064,500
2022.04.20

～
2024.02.18

一般

4 白川第１送水管路線測量業務その２ 11,766,506
2024.05.15

～
2024.09.21

一般

5 清田第２幹線耐震化工事その13 1,182,766,200
2023.02.22

～
2024.08.20

一般

6 北幹線耐震化工事実施設計業務その５ 17,913,324
2023.06.21

～
2024.01.16

一般

7 里塚配水池流入管耐震化工事その16 58,887,400
2023.07.19

～
2024.01.24

一般

8 平岸第１幹線耐震化工事土質調査業務その３ 19,415,345
2023.07.19

～
2024.02.13

一般

9 中央区双子山地区配水管更新工事その２ 55,506,000
2023.08.09

～
2024.05.31

一般

10 一の沢川一の沢橋水管橋耐震補強工事 147,814,700
2023.06.07

～
2024.02.01

一般

11 南区藻岩下地区配水管整備工事（改良）その１ 207,035,400
2022.06.01

～
2024.02.22

一般

12
南区常盤地区配水管改修工事（真駒内川横断部）土
質調査業務

3,877,445
2023.10.18

～
2024.01.15

一般

13
南区常盤地区配水管改修工事（真駒内川横断部）実
施設計業務

7,484,346
2023.10.25

～
2024.03.22

一般

14 南区石山地区配水管更新工事その３ 13,924,900
2024.07.24

～
2024.10.21

一般

15 南区消火栓塗装補修工事 9,930,800
2024.03.08

～
2024.08.23

一般

水道局　給水部
（土木工事）



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

16 北区Ｎｏ．９ブロック配水弁室新設工事 149,089,600
2023.04.19

～
2024.01.13

一般

17 東区伏古地区配水管更新工事 119,537,000
2023.04.26

～
2024.01.10

一般

18 東区東苗穂地区配水管更新工事その２ 162,021,200
2023.05.17

～
2024.01.11

一般

19 北区篠路地区配水管更新工事その２ 59,206,400
2024.03.13

～
2024.08.29

一般

20 東区消火栓塗装補修工事その２ 7,298,500
2024.03.27

～
2024.08.03

一般

21 北区新琴似地区配水管更新工事その２ 13,901,800
2024.04.24

～
2024.08.01

一般

22 北区新琴似地区配水補助管新設工事（更新）その２ 27,528,600
2024.07.03

～
2024.10.30

一般

23 北区麻生地区配水補助管整備工事 17,848,600
2024.09.02

～
2024.11.30

一般

24 北区新琴似地区ほか配水補助管新設工事 5,050,100
2024.09.18

～
2024.12.06

一般

25 白石区中央地区配水管更新工事その２ 25,182,300
2023.09.20

～
2024.01.17

一般

26 厚別区Ｎｏ．99ブロック配水管耐震化工事その１ 113,891,800
2023.06.14

～
2024.01.19

一般

27
厚別区若葉橋添架管製作架設工事（新設）実施設計
業務

15,784,571
2023.08.30

～
2024.03.21

一般

28
白石区流通センター地区配水管更新工事（札幌新道
横断部）路線測量業務

1,613,551
2024.05.29

～
2024.08.26

一般

29 豊平区消火栓塗装補修工事 12,263,900
2024.05.24

～
2024.09.30

一般

30
白石区流通センター地区配水管更新工事（札幌新道
横断部）土質調査業務

4,447,300
2024.07.03

～
2024.10.15

一般

31 厚別区厚別西地区配水補助管整備工事 17,669,300
2024.09.02

～
2024.11.20

一般



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

32 白石区菊水元町地区配水管更新工事 154,004,400
2024.03.21

～
2024.11.25

一般

33 大谷地東地区災害時重要管路耐震化工事その２ 38,187,600
2024.07.31

～
2024.12.17

一般

34 厚別区ポンノッポロ橋添架管補強工事 64,246,600
2024.06.19

～
2024.12.25

一般

35 豊平区豊平地区配水補助管新設工事 1,950,300
2024.09.27

～
2024.11.25

随契

36 西区消火栓塗装補修工事 9,573,300
2024.03.25

～
2024.09.17

一般

37 手稲区曙地区配水管更新工事その２ 111,445,400
2024.03.21

～
2024.11.05

一般

38 西区平和地区配水補助管改修工事その１ 25,594,800
2024.08.21

～
2024.11.28

一般

39 八軒地区災害時重要管路耐震化工事その１ 84,308,400
2024.04.24

～
2024.11.29

一般

40 西区追分４号橋ほか添架管補強工事 27,833,300
2024.06.19

～
2024.12.05

一般

41 西区平和地区配水管更新工事その２ 29,656,000
2024.08.28

～
2024.12.05

一般

42 西区西野地区配水補助管新設工事 1,953,600
2024.10.04

～
2024.12.02

随契

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1 簾舞配水池ほか上屋改修工事 48,950,000
2024.05.15

～
2024.12.20

一般

2 藤野沢配水池ほか上屋改修工事実施設計業務 2,552,000
2023.08.02

～
2024.02.27

一般

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

1 北ノ沢第１ポンプ場受配電設備更新工事 134,896,300
2022.08.03

～
2024.02.23

一般

（設備工事）

（建築工事）



番 号 工 事 （ 業 務 ） 名 契約金額(円) 工 期 契約方法

2 北ノ沢第１ポンプ場ほか計装通信設備更新工事 66,000,000
2022.09.21

～
2024.03.13

一般

3 藻岩導水管電気防食設備更新工事 6,820,000
2023.05.24

～
2024.03.18

一般

4 白川沈砂池管理棟ほか電灯設備更新工事 28,261,200
2023.05.31

～
2024.02.20

一般

5
幹線流量送信器（苗穂・伏古ほか）計装・通信設備
更新工事

79,564,100
2023.06.14

～
2024.11.04

一般

6 水道局豊平庁舎高圧ケーブル更新工事 9,130,000
2024.04.24

～
2024.12.16

一般

7 北ノ沢第１ポンプ場ポンプ・流入弁設備更新工事 198,000,000
2022.08.31

～
2024.02.28

一般

8 白川排水・排泥池送泥ポンプほか更新工事 92,582,600
2022.09.21

～
2024.02.21

一般

9 藻岩浄水場ほかコンプレッサ設備更新工事 70,473,700
2022.09.14

～
2024.02.22

一般

10 藻岩浄水場ほか庁舎設備更新工事（その１） 261,794,500
2022.08.03

～
2024.03.15

一般

11 西部配水池流入調節弁更新工事 36,850,000
2023.12.06

～
2024.08.23

一般

12 白川脱水機棟ほか配電設備更新工事実施設計業務 18,571,350
2023.07.19

～
2024.06.12

一般

13 定山渓浄水場薬品注入設備更新工事実施設計業務 11,550,000
2023.05.31

～
2024.03.15

一般

14 藻岩浄水場ほか庁舎設備更新工事（その１）監理 5,837,700
2022.08.01

～
2024.03.26

随契

15 円山西町高台ポンプ場・配水池ポンプ設備更新工事 77,772,200
2022.11.16

～
2024.03.11

一般

16
円山西町高台ポンプ場・配水池受配電・自家発電設
備更新工事

82,350,400
2022.09.14

～
2024.03.21

一般



注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。
　　　　・一般競争入札　⇒　一般
　　　　・指名競争入札　⇒　指名
　　　　・随意契約　　　⇒　随契



 

 

 

 

 

 

財政援助団体等監査 

 



令和６年度財政援助団体等監査報告書 

 

令和６年度財政援助団体等監査の実施結果について、以下のとおり報告する。 

なお、監査の実施に当たっては、札幌市監査委員監査基準（令和２年３月26日監

査委員決定）に準拠した。 

 

監査の種別  

財政援助団体監査、出資団体監査及び公の施設の指定管理者監査 

 

監査の対象 

監査の種別 

対象団体名 

財 政 援 助 

団 体 
出 資 団 体 

公の施設の 

指定管理者 

一般財団法人札幌市職員福利厚生会 ○   

北海道中央バス株式会社 〇   

ジェイ・アール北海道バス株式会社 〇   

株式会社じょうてつ 〇   

札幌国際芸術祭実行委員会 〇   

株式会社コンサドーレ 〇   

学校法人大藤学園 〇   

株式会社札幌エネルギー供給公社  〇  

公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会 〇  〇 

一般社団法人札幌市医師会 〇  〇 

  

監査の着眼点（評価項目） 

上記「監査の対象」の事務におけるリスクのうち、市民等への影響、発生頻度等

を考慮し特に重要と考えられるリスクを、監査上の重要リスクとし、対応する監査

の着眼点（評価項目）を設定した。 

着眼点（評価項目）は、60ページからの別表のとおりである。 

  

監査の実施内容 

監査の範囲 
主として令和５年度における財政援助、直近の決算終了期の事

業及び公の施設の管理に係る出納その他の事務 

監査の方法 
前記事務を対象として、関係書類の抽出による検査及び関係職

員からの説明聴取により実施した。 

監査の期間  令和７年１月９日から同年３月27日まで 



監査の結果 

対象となった事務について、一部の団体を除き、次のとおり指摘すべき事項等が

みられた。改善措置を要すると認められた事項については、所管部局において対象

団体に対する適切な指導監督等を行われたい。 

 

１ 財政援助団体監査  

  

⑴ 補助金等に関する事務を適正に行うべきもの 

  【学校法人大藤学園、公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会、 

 株式会社コンサドーレ】 

    

【学校法人大藤学園】 

ア 幼稚園等に係る時間外保育促進事業において、以下のとおり不適正な事例

がみられた。 

     

（ア） 当該補助金は、実施要綱で１日につき15分以上の時間外保育を利用した 

（ア）児童を対象としているが、15分未満の利用者も含めて実績報告をしたため、 

（ア） 補助金が過大となっているもの 

（イ） 利用回数の集計を誤ったことにより、補助金が過少となっているもの 、 

 

               【公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会】 

イ 札幌市障がい者団体運営費補助金において、以下のとおり不適正な事例が

みられた。 

 

（ア） 令和４年度中に執行すべき費用を令和５年度予算で処理しているもの 

（イ） 旅費のうち、空港バス運賃について、旅費規程に定められた障害者割引 

（イ）が適用されるにもかかわらず、正規料金を支給しているもの 

      

   今後は、補助金に関する事務の執行に当たっては、チェック体制の強化を図 

り、同様の誤りがないよう適正な事務の執行に努められたい。 

 

  【株式会社コンサドーレ】 

ウ 金銭消費貸借契約に基づく札幌市からの貸付金について毎年度協定を締結

しているが、当該協定について把握しておらず、当法人において保管される

べき協定書が確認できなかった。 

これは、組織として行われるべき業務が各担当者個人に帰され、組織的な

進捗管理がなされていなかったためと思われる。 

今後は、補助金等に関する事務の執行に当たっては、組織体制の改善に加

え、事務処理等のルールを定めるなど適正な事務の執行に努められたい。 

 



⑵ 身体障害者自立更生促進資金貸付金について（意見（要望）事項） 

【公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会】 

 

身体障害者自立更生促進資金貸付は、令和５年度末で多額の貸付金残高があ

るが、その前年からの返済は僅かな額にとどまるなど、債権回収は進んでいな

い。 

前回監査（平成30年度）以降、年１回の市長報告はなされているが、現在連

絡先等が判明している者に対し、年２回督促を行うほか、僅かながら継続して

いる回収のチェック等を行っている程度であった。 

また、貸付先名簿はあるものの、個別の債権管理台帳はなく、債務者の状況

を十分に把握できていない状況にある。 

今年度に入り、居所不明者の追跡調査等を行っているが、調査が完了するま

でかなりの時間を要することが予想される。 

債権回収は、時間の経過とともにますます困難になっていくと考えられるこ

とから、債権回収の知識のある専任の担当者を配置する、又は外部の専門業者

に委託するなど、実効性のある債権管理体制を構築し、滞納債権の管理及び回

収を早急に進めるよう要望する。 

 

 ⑶ 契約保証金の免除を適正に行うべきもの 

         【札幌国際芸術祭実行委員会】 

 

当団体の契約事務取扱要領において、契約者が契約を履行しないこととなる

おそれがないと会長が認める場合は契約保証金を免除できることとされている

が、どのような理由で認めたのか、証跡が残されていなかった。 

今後は、契約保証金の免除に当たって、その証跡を保存されたい。 

  

⑷ 立替払に関する事務を適正に行うべきもの 

【札幌国際芸術祭実行委員会】 

 

当団体の会計規程では、緊急その他の事由により事前の支払手続ができない

場合はあらかじめ出納責任者の承認を得たうえで立替払ができるとされている

が、立替払とする事由及び事前に承認を得ていることが確認できなかった。 

今後は、関係規程等についての職員の理解を深め、適正な事務の執行に努め

られたい。  

 

⑸ 支出の決定に関する事務を適正に行うべきもの 

【札幌国際芸術祭実行委員会】 

 

契約書及び請書の作成を要する契約において、その支払に際して、契約締結

時の意思決定をもって支払についても決定済みであるとして、改めて意思決定



を行うことなく支払が行われていた。 

言うまでもなく、契約締結と支払は異なるプロセスであり、それぞれに適切

な決裁がなされることにより、その適正性と正確性が確保されるものである。 

今後は、不正防止や内部統制の観点からも、改めて適正な事務の執行に努め

られたい。 

 

⑹ 業務実態と規程との相違について（意見（要望）事項） 

【札幌国際芸術祭実行委員会】 

 

当団体では、企業等への協賛・協力依頼などの業務について、個人と業務委

託契約を締結しているが、事務分掌上、当該個人は団体内において事務局次長

の職に位置付けられており、事務局規程では事務局長の指揮監督下に置かれて

いる。 

今後は、業務委託契約による業務実態と規程との整合性を図るなど、相違の

解消に努めるよう要望する。 

 

２ 出資団体監査 

 

⑴ 産業廃棄物処理の委託に関する事務を適正に行うべきもの 

【株式会社札幌エネルギー供給公社】 

 

産業廃棄物処理の委託に関する事務において、処理料金の値上げに伴う契約

改定等の手続を行っていないにもかかわらず、改定後の処理単価で算出された

料金を支払っているものがみられた。 

産業廃棄物の処理については、法令等により各事業者がその事業活動に伴っ

て生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが義務付けられ、併

せてその事務処理方法が明確に規定されている。 

今後は、産業廃棄物処理の委託に関する一連の事務処理について、職員の理

解を十分に深めるとともに、組織内でのチェック体制の強化を図り、適正な事

務の執行に努められたい。 

 

３ 公の施設の指定管理者監査 

 

⑴  年度区分に係る経理事務を適正に行うべきもの 

【公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会】 

 

令和４年度中に執行すべき費用を令和５年度予算で処理している事例がみら

れた。 

今後は、チェック体制の強化を図り、適正な事務の執行に努められたい。 

 



⑵ 区分経理を適正に行うべきもの 

【公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会】 

 

仕様書等によれば、指定管理業務に係る収支と自主事業に係る収支は明確に

区分して経理しなければならないとされているが、団体活動会計に係る経費が

指定管理会計として支出されているものがみられた。 

前回（平成30年度）の監査において同様の事務処理の指摘を行っているもの

であり、当法人から適切な会計処理を行うよう徹底していると報告されていた

にもかかわらず、今回の監査でも改善がなされていなかったものである。 

今後は、同様の誤りを防ぐため、再発防止に向け対応策を検討したうえで、

チェック体制の強化を図り、適正かつ確実な事務の執行に努められたい。 

 

⑶ 活動育成事業に係る事務を適正に行うべきもの 

【公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会】 

 

自主的に文化活動又はスポーツ活動を行っているクラブへの助成は、仕様書

において要件が定められているが、以下のとおり不適正な事例がみられた。 

 

ア クラブ員が10人以上所属していることを要件としているが、これを確認し

ていないもの 

イ  クラブ活動状況に関する事業計画等の提出を要件としているが、これらを

提出させていないもの 

 

今後は、仕様書に基づき、適正な事務の執行に努められたい。 

 

⑷ スポーツ活動を行っているクラブへの助成について（意見（要望）事項） 

【公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会】 

 

スポーツ活動を行っているクラブへの助成は、仕様書において身体障害者福

祉センター内で活動することを要件としているが、同センター外で活動してい

るクラブも対象としていた。また、当該助成については指定管理事業として仕

様書に定められているが、団体活動会計に係る経費として支出していた。 

このような運用は、仕様書と整合しておらず、現在の状況は適切でないこと

から、速やかに所管部局と協議するよう要望する。 

 

⑸ 履行確認の手続等を適正に行うべきもの 

【公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会】 

 

委託契約において、以下のとおり不適正な事例がみられた。 

 



ア 受託者から業務担当者を定めた旨の通知を受領していないもの 

イ 履行検査報告書を受領していないもの 

ウ 履行検査が適正に行われていたかどうか確認できないもの 

 

今後は、正しい事務処理手順について職員の理解を十分に深め、適正な事務

の執行に努められたい。 

 

⑹ 備品管理を適正に行うべきもの 

【一般社団法人札幌市医師会】 

 

札幌市夜間急病センター管理業務等仕様書で定める備品に関する物品使用 

貸借契約の締結がなされておらず、仕様書に定める事項が遵守されていなかっ

た。 

今後は、所管部局とともに仕様書の内容を十分に確認のうえ、適正な事務の

執行に努められたい。 

 

⑺ アルコール検知器による確認の記録を適正に行うべきもの 

【公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会】 

 

道路交通法施行規則において、アルコール検知器による運転者の酒気帯びの

有無を確認し、その内容を記録することと定められているが、札幌市身体障が

い者福祉専用バスの運営事業における土曜日、日曜日のバス運行時に、酒気帯

びの有無を記録していない事例がみられた。 

今後は、関係法令等を遵守し、適正な事務の執行に努められたい。 

   

   



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【財政援助】

事業の補助金等に係る事務

が適正に行われないリスク

《補助金等》

①職員福利厚生会交付金

■不適切な補助金等受給があった場合、市民の信頼の低下など、公

益上の影響度が大きいと考えられるため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



一般財団法人札幌市職員福利厚生会

監査のチェックポイント

■事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した

補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。

■事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているか。また、補助金等が補助対象事業以外に流

用されていないか。

■出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切か。

■補助金等に係る収支の会計経理は適切か。

■精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還

金の返還時期等は適切か。

―

―

監査の着眼点（評価項目）
対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【財政援助】

事業の補助金等に係る事務

が適正に行われないリスク

《補助金等》

①乗合バス路線維持補助金

■不適切な補助金等受給があった場合、市民の信頼の低下など、公

益上の影響度が大きいと考えられるため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



北海道中央バス株式会社

監査のチェックポイント

■事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した

補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。

■事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているか。また、補助金等が補助対象事業以外に流

用されていないか。

■出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切か。

■補助金等に係る収支の会計経理は適切か。

■精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還

金の返還時期等は適切か。

―

―

監査の着眼点（評価項目）
対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【財政援助】

事業の補助金等に係る事務

が適正に行われないリスク

《補助金等》

①乗合バス路線維持補助金

②ノンステップバス導入補

助金

■不適切な補助金等受給があった場合、市民の信頼の低下など、公

益上の影響度が大きいと考えられるため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



ジェイ・アール北海道バス株式会社

監査のチェックポイント

■事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した

補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。

■事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているか。また、補助金等が補助対象事業以外に流

用されていないか。

■出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切か。

■補助金等に係る収支の会計経理は適切か。

■精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還

金の返還時期等は適切か。

―

―

監査の着眼点（評価項目）
対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【財政援助】

事業の補助金等に係る事務

が適正に行われないリスク

《補助金等》

①乗合バス路線維持補助金

②デマンド交通実証実験に

係る負担金

■不適切な補助金等受給があった場合、市民の信頼の低下など、公

益上の影響度が大きいと考えられるため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



株式会社じょうてつ

監査のチェックポイント

■事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した

補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。

■事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているか。また、補助金等が補助対象事業以外に流

用されていないか。

■出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切か。

■補助金等に係る収支の会計経理は適切か。

■精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還

金の返還時期等は適切か。

―

―

監査の着眼点（評価項目）
対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【財政援助】

事業の補助金等に係る事務

が適正に行われないリスク

《補助金等》

①札幌国際芸術祭開催事業

費負担金

■不適切な補助金等受給があった場合、市民の信頼の低下など、公

益上の影響度が大きいと考えられるため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



札幌国際芸術祭実行委員会

監査のチェックポイント

■事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した

補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。

■事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているか。また、補助金等が補助対象事業以外に流

用されていないか。

■出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切か。

■補助金等に係る収支の会計経理は適切か。

■精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還

金の返還時期等は適切か。

【指摘事項】

・契約保証金の免除を適正に行う

べきもの

・立替払に関する事務を適正に行

うべきもの

・支出の決定に関する事務を適正

に行うべきもの

【意見（要望）事項】

・業務実態と規程との相違につい

て

監査の着眼点（評価項目）
対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【財政援助】

事業の補助金等に係る事務

が適正に行われないリスク

《補助金等》

①株式会社コンサドーレ事

業費貸付金

②株式会社コンサドーレ事

業補助金

■不適切な補助金等受給があった場合、市民の信頼の低下など、公

益上の影響度が大きいと考えられるため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



株式会社コンサドーレ

監査のチェックポイント

■事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した

補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。

■事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているか。また、補助金等が補助対象事業以外に流

用されていないか。

■出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切か。

■補助金等に係る収支の会計経理は適切か。

■精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還

金の返還時期等は適切か。

【指摘事項】

・補助金等に関する事務を適正に

行うべきもの

―

監査の着眼点（評価項目）
対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）

【財政援助】

事業の補助金等に係る事務

が適正に行われないリスク

《補助金等》

①一時預かり事業（幼稚園

型）補助金

②児童育成会助成金

③特別支援教育事業補助金

④加配保育士等雇用促進及

び調理員パート雇用費補助

金

⑤給食費高騰対策事業補助

金

⑥教材教具等整備補助金

⑦時間外保育促進事業費補

助金

ほか

■不適切な補助金等受給があった場合、市民の信頼の低下など、公

益上の影響度が大きいと考えられるため。



学校法人大藤学園

監査のチェックポイント

―

対応する指摘等の項目

■事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した

補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。

■事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているか。また、補助金等が補助対象事業以外に流

用されていないか。

■出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切か。

■補助金等に係る収支の会計経理は適切か。

■精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還

金の返還時期等は適切か。

【指摘事項】

・補助金等に関する事務を適正に

行うべきもの



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【出資団体】

会計経理及び財産管理事務

が適正に行われないリスク

■会計経理及び財産管理事務に不備があった場合、市民の信頼の低

下など、公益上の影響度が大きいと考えられるため。

■現金等の紛失や横領など、重大な事故につながる可能性があるた

め。

【出資団体】

契約事務が適正に行われな

いリスク

■物品購入や役務の委託に係る契約事務については、金額や役務の

内容などにより異なった手続を要するなど、誤りを生じさせる可能

性があるため。

■契約事務が適正に行われない場合、大きな経済的損失につながる

可能性があるため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



株式会社札幌エネルギー供給公社

監査のチェックポイント

■違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。

■現金、金券類の保管及び取扱いは適正か。

■経理事務について、執行機関における管理点検体制が確立

され、有効に機能しているか。

■各種の帳簿及び書類は、法令等に定められた様式を使用

し、各種証拠書類の整理保存等は適正に行われているか。

■財産台帳は調整され、取得、処分等の異動について正確に

記録されているか。

■物品の出納受払いは適正に行われているか。

―

■契約の方法及び手続は適正か。

■契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備

されているか。また、これらの内容は適正か。

■委託した事務事業が適正に履行されたかどうか、成果物そ

の他実績報告書で確認したか。

【指摘事項】

・産業廃棄物処理の委託に関する

事務を適正に行うべきもの

―

監査の着眼点（評価項目）
対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【財政援助】

事業の補助金等に係る事務

が適正に行われないリスク

《補助金等》

①身体障害者自立更生促進

資金貸付金

②障がい者団体運営費補助

金

■不適切な補助金等受給があった場合、市民の信頼の低下など、公

益上の影響度が大きいと考えられるため。

【指定管理者】

報告や届出が適正に行われ

ないリスク

《指定管理施設》

①札幌市身体障害者福祉セ

ンター

■協定書等に基づいた施設の管理運営が行われていない場合、施設

の設置目的を達成できない可能性があるため。また、必要な届出や

報告が市に対してなされていない場合、当該指定管理者の管理運営

が適切であったか否かについて市が検証ができず、改善の指導等が

適切に行えない可能性があるため。

【指定管理者】

契約事務が適正に行われな

いリスク

■物品購入や役務の委託に係る契約事務については、金額や役務の

性質などにより異なった手続を要するなど、誤りが生じる可能性が

あるため。

■契約事務が適正に行われない場合、大きな経済的損失につながる

可能性があるため。

【指定管理者】

利用料金の取扱事務が適正

に行われないリスク

■利用料金は市民等から徴収するものであり、不適切な取扱いが

あった場合、市民の信頼の低下など、公益上の影響度が大きいと考

えられるため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会

監査のチェックポイント

■事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した

補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。

■事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているか。また、補助金等が補助対象事業以外に流

用されていないか。

■出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切か。

■補助金等に係る収支の会計経理は適切か。

■精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還

金の返還時期等は適切か。

【指摘事項】

・補助金等に関する事務を適正に

行うべきもの

【意見（要望）事項】

・身体障害者自立更生促進資金貸

付金について

■公の施設の管理に関し、市と交わした協定書等に基づき施

設の管理運営が行われているか。協定書等に基づき、管理運

営に関して必要な届出や報告が市に対してなされているか。

【指摘事項】

・年度区分に係る経理事務を適正

に行うべきもの

・区分経理を適正に行うべきもの

・活動育成事業に係る事務を適正

に行うべきもの

【意見（要望）事項】

・スポーツ活動を行っているクラ

ブへの助成について

■契約の方法及び手続は適正か。

■契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備

されているか。また、これらの内容は適正か。

■委託した事務事業が適正に履行されたかどうか、成果物そ

の他実績報告書で確認したか。

【指摘事項】

・履行確認の手続等を適正に行う

べきもの

■利用料金制を採用しており、かつ指定管理者が定める場

合、利用料金の設定は条例及び協定書等に基づき適正に行わ

れているか。

■利用料金の減免理由の判断や決裁手続が適正に行われてい

るか。

■利用料金の未収分を的確に把握し、管理されているか。

―

【指摘事項】

・アルコール検知器による確認の

記録を適正に行うべきもの

対応する指摘等の項目



監査の着眼点（評価項目）等

重要リスク 重要リスク設定理由

【財政援助】

事業の補助金等に係る事務

が適正に行われないリスク

《補助金等》

①救急医療体制の確保に関

する補助金

②子ども医療費助成事業等

の実施に伴う補助金

③地域医療室推進事業に係

る補助金

④災害時医療救護活動研修

等対策事業に係る補助金

■不適切な補助金等受給があった場合、市民の信頼の低下など、公

益上の影響度が大きいと考えられるため。

【指定管理者】

報告や届出が適正に行われ

ないリスク

《指定管理施設》

①札幌市夜間急病センター

■協定書等に基づいた施設の管理運営が行われていない場合、施設

の設置目的を達成できない可能性があるため。また、必要な届出や

報告が市に対してなされていない場合、当該指定管理者の管理運営

が適切であったか否かについて市が検証ができず、改善の指導等が

適切に行えない可能性があるため。

【指定管理者】

契約事務が適正に行われな

いリスク

■物品購入や役務の委託に係る契約事務については、金額や役務の

性質などにより異なった手続を要するなど、誤りが生じる可能性が

あるため。

■契約事務が適正に行われない場合、大きな経済的損失につながる

可能性があるため。

【指定管理者】

利用料金の取扱事務が適正

に行われないリスク

■利用料金は市民等から徴収するものであり、不適切な取扱いが

あった場合、市民の信頼の低下など、公益上の影響度が大きいと考

えられるため。

上記重要リスクに対応しな

いもの

監査の着眼点（評価項目）



一般社団法人札幌市医師会

監査のチェックポイント

■事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した

補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。

■事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているか。また、補助金等が補助対象事業以外に流

用されていないか。

■出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証

拠書類の整備、保存は適切か。

■補助金等に係る収支の会計経理は適切か。

■精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還

金の返還時期等は適切か。

―

■公の施設の管理に関し、市と交わした協定書等に基づき施

設の管理運営が行われているか。協定書等に基づき、管理運

営に関して必要な届出や報告が市に対してなされているか。

【指摘事項】

・備品管理を適正に行うべきもの

■契約の方法及び手続は適正か。

■契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備

されているか。また、これらの内容は適正か。

■委託した事務事業が適正に履行されたかどうか、成果物そ

の他実績報告書で確認したか。

―

■利用料金制を採用しており、かつ指定管理者が定める場

合、利用料金の設定は条例及び協定書等に基づき適正に行わ

れているか。

■利用料金の減免理由の判断や決裁手続が適正に行われてい

るか。

■利用料金の未収分を的確に把握し、管理されているか。

―

―

監査の着眼点（評価項目）
対応する指摘等の項目



参  考 

 

監査対象団体の概要 

 

１ 財政援助団体監査 

 

⑴ 一般財団法人札幌市職員福利厚生会 

この法人は、札幌市政の円滑な運営に協力するとともに、札幌市職員等の

福利厚生に関する事業を行い、もって札幌市民の福祉の増進に寄与すること

を目的として、昭和61年に設立されたものである。 

札幌市は、この法人が行う事業に係る経費等に対し9,206万円の交付金を

交付している。 

 

令和５年度 補助金等の内訳 

  

 

⑵ 北海道中央バス株式会社 

この法人は、石狩・後志・空知地方の21バス事業者の統合により、昭和18

年３月に設立され、道央圏を中心にバス事業等を行っているもので、現在は、

同事業の他に建設業、清掃業、警備業及び観光関連事業を展開している。 

札幌市は、この法人が運行する乗合バスの路線維持に係る経費に対し６億

7,093万円の補助金を交付している。 

 

令和５年度 補助金等の内訳 

  
 

 

 

 

 

 

 

（単位　円)

名 称 金 額 所 管 部 局

職員福利厚生会交付金 92,069,000 総務局職員部

合 計 92,069,000

（単位　円)

名 称 金 額 所 管 部 局

乗合バス路線維持補助金 670,937,000 まちづくり政策局
総合交通計画部

合 計 670,937,000



⑶ ジェイ・アール北海道バス株式会社 

この法人は、ＪＲ北海道が運行していた自動車運送事業を引き継ぐため、

平成11年に設立されたもので、現在は、同事業の他に旅行業、駐車場業等を

展開している。 

札幌市は、この法人が運行する乗合バスの路線維持に係る経費及びノンス

テップバスの導入に係る経費に対し、総額５億3,322万円の補助金を交付し

ている。 

 

令和５年度 補助金等の内訳 

 

 

⑷ 株式会社じょうてつ 

この法人は、札幌市内と定山渓を結ぶ貨客運送と鉄道・ホテルの経営を目

的として、大正４年に設立されたのが始まりで、その後昭和48年に現在の社

名に変更しており、主な事業は、自動車運送事業、不動産事業、建設業等で

ある。 

札幌市は、この法人が運行する乗合バスの路線維持に係る経費及び南区デ

マンド交通実証実験に係る経費に対し、総額４億440万円の補助金等を交付

している。 

 

令和５年度 補助金等の内訳 

 

 

⑸ 札幌国際芸術祭実行委員会 

この団体は、文化芸術の振興を図り、もってまちの魅力を向上させるため、

札幌国際芸術祭を継続的に開催することを目的として、平成24年に設立され

たものである。 

札幌市は、この団体が行う事業に係る経費等に対し４億7,352万円の負担 

金を交付している。 

 

（単位　円)

名 称 金 額 所 管 部 局

乗合バス路線維持補助金 529,728,000

ノンステップバス導入補助金 3,500,000

合 計 533,228,000

まちづくり政策局
総合交通計画部

（単位　円)

名 称 金 額 所 管 部 局

乗合バス路線維持補助金 396,909,000

デマンド交通実証実験に係る負担金 7,499,017

合 計 404,408,017

まちづくり政策局
総合交通計画部



令和５年度 補助金等の内訳 

    
 

⑹ 株式会社コンサドーレ 

この法人は、サッカーチームの経営、サッカーその他のスポーツ競技会及

び各種イベントの企画、運営並びに管理等を行うことを目的として、平成８

年に設立されたものである。 

札幌市は、この法人が行う事業の資金として、第28期事業年度末（令和６

年１月31日）現在で２億1,000万円を貸し付けているほか、事業に係る経費等

に対し6,300万円の補助金を交付している。 

 

令和５年度 補助金等の内訳 

    
   

⑺ 学校法人大藤学園 

この法人は、教育基本法、学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律に従い、学校教育を行い心身とも

に豊かな子どもを育成することを目的として、昭和42年に設立されたもので

ある。 

札幌市は、この法人が行う市内の幼稚園等の運営に係る経費等に対し、総

額２億2,706万円の補助金等を交付している。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位　円)

名 称 金 額 所 管 部 局

札幌国際芸術祭開催事業費負担金 473,525,000
市 民 文 化 局
文 化 部

合 計 473,525,000

（単位　円)

名 称 金 額 所 管 部 局

株式会社コンサドーレ事業費貸付金 210,000,000

株式会社コンサドーレ事業補助金 63,000,000

合 計 273,000,000

ス ポ ー ツ 局
ス ポ ー ツ 部



令和５年度 補助金等の内訳 

 

    

⑻ 公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会 

この法人は、札幌市に居住する身体障がい者の生活の安定と福祉の推進を

図り、身体障がい者の利益の増進に寄与することを目的として、昭和47年に

社団法人として設立されたものである。 

札幌市は、この法人が行う貸付事業の資金として、令和５年度末現在で

3,000万円を貸し付けているほか、運営に係る経費等に対し350万円の補助金

を交付している。 

また、公の施設である札幌市身体障害者福祉センターの管理運営をこの法

人に行わせており、この施設の維持管理運営等に要する経費として、１億

1,795万円を支出している。 

 

 

 

 

 

 

 

（単位　円)

名 称 金 額 所 管 部 局

札幌市児童育成会助成金 37,195,432
子ども未来局
子ども育成部

一時預かり事業（幼稚園型）補助金 80,777,000

特別支援教育事業補助金 34,940,100

加配保育士等雇用促進及び調理員パート雇用費補助金 30,963,659

給食費高騰対策事業補助金 12,512,000

一時預かり事業（一般型幼稚園タイプ）補助金 11,676,000

教材教具等整備補助金 8,359,000

時間外保育促進事業費補助金 3,558,840

送迎用バス安全装置設置事業補助金 2,344,000

保育施設冷房設備補助金 2,058,000

食物アレルギー児保育事業費補助金 994,000

障がい児保育事業補助金 884,880

実費徴収に係る補足給付事業補助金 417,110

光熱費高騰対策特別支援金 332,000

特殊健康診断費補助金（糞便検査以外） 25,300

特殊健康診断費補助金（糞便検査） 23,760

損害賠償責任保険料補助金 4,180

合 計 227,065,261

子ども未来局
子育て支援部



令和５年度 補助金等の内訳 

   

 

⑼ 一般社団法人札幌市医師会 

この法人は、医師の使命に鑑みその品位と地位を保持し、医道の昂揚、医

学医術の発達普及と公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉の増進に寄与す

ることを目的として、昭和22年に設立されたものである。 

札幌市は、この法人が行う事業に係る経費等に対し、総額６億6,160万円の

補助金を交付している。 

また、公の施設である札幌市夜間急病センターの管理運営をこの法人に行

わせており、この施設の維持管理運営等に要する経費として、９億4,320万円

を支出している。 

 

令和５年度 補助金等の内訳 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位　円)

名 称 金 額 所 管 部 局

身体障害者自立更生促進資金貸付金 30,000,000

障がい者団体運営費補助金

（うち、身体障害者福祉協会運営事業補助として） 1,900,000

（うち、身体障害者福祉協会活動推進事業補助として） 1,600,000

合 計 33,500,000

保 健 福 祉 局
障がい保健福祉部

（単位　円)

名 称 金 額 所 管 部 局

子ども医療費助成事業等の実施に伴う補助金 16,840,000
保 健 福 祉 局
保 険 医 療 部

救急医療体制の確保に関する補助金 636,723,000

地域医療室推進事業に係る補助金 5,153,000

災害時医療救護活動研修等対策事業に係る補助金 2,890,000

合 計 661,606,000

保 健 福 祉 局
ウェルネス推進部



 

 

２ 出資団体監査 

 

⑴ 株式会社札幌エネルギー供給公社（所管：環境局環境都市推進部） 

この法人は、札幌駅北口地区に、環境にやさしいクリーンで安全な地域冷

暖房を安定供給することを目的として、昭和61年に設立されたものである。 

札幌市は、この法人に対し、資本金総額15億円のうち５億4,000万円（出資

比率36.0％）を出資している。 

 

第１表 第38期 経営成績及び財政状態 

 
 

 

 

 

 

（単位　千円)

区 分 金 額

A 803,455

B 843,294

C=A-B △ 39,838

D 217,871

E 52,968

F 8,900

G=C+D-E-F 116,163

H 544,317

I=G+H 660,480

J 735,279

K 2,397,401

L=J+K 3,132,681

M 189,109

財 政 状 態 N 783,090

(令和６年３月31日現在) O=M+N 972,200

P 1,500,000

Q 0

R 660,480

S=P+Q+R 2,160,480

T=O+S 3,132,681

(注)１　本表は、損益計算書及び貸借対照表により作成している。なお、千円未満は切捨てしている。

　　２　当事業年度は、令和５年４月１日から令和６年３月31日までである。

純 資 産 合 計

特 別 損 益

法 人 税 等

負債及び純資産合計

経 営 成 績

資 産 合 計

流 動 負 債

固 定 負 債

負 債 合 計

前 期 繰 越 利 益

繰 越 利 益 剰 余 金

固 定 資 産

利 益 剰 余 金

流 動 資 産

資 本 剰 余 金

資 本 金

項 目

経 常 収 益

法 人 税 等 調 整 額

当 期 損 益

経 常 費 用

経 常 損 益



 

 

第２表 株主、所有株式数及び持株比率 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和６年３月31日現在)

株 主 所有株式数(株) 持株比率(％)

札幌市 10,800 36.0

株式会社日本政策投資銀行 6,000 20.0

三菱重工サーマルシステムズ株式会社 3,600 12.0

北海道瓦斯株式会社 3,600 12.0

北海道電力株式会社 3,600 12.0

株式会社北洋銀行 1,480 4.9

株式会社北海道熱供給公社 480 1.6

株式会社北海道銀行 440 1.5

合 計 30,000 100.0

(注)　持株比率は、小数点以下第２位を四捨五入している。



 

 

３ 公の施設の指定管理者監査 

 

⑴ 公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会 

法人の概要については、１⑻参照 

 

令和５年度 管理費用等の内容 

 
 

⑵ 一般社団法人札幌市医師会 

法人の概要については、１⑼参照 

 

令和５年度 管理費用等の内容 

 
  

 

（単位　円)

公 の 施 設 名 管理費用の額 利用料金収入額 所 管 部 局

札幌市身体障害者福祉センター 117,957,000 ― 保 健 福 祉 局
障がい保健福祉部

合 計 117,957,000 ―

(注)　指定管理期間は令和２年度から令和６年度までである。

（単位　円)

公 の 施 設 名 管理費用の額 利用料金収入額 所 管 部 局

札幌市夜間急病センター 943,207,218 ― 保 健 福 祉 局
ウェルネス推進部

合 計 943,207,218 ―

(注)　指定管理期間は令和２年度から令和６年度までである。
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札幌市監査委員 庄 司 正 史   
同       愛 須 一 史   
同               高 橋 克 朋  
同           福 田 浩太郎  

 

 

例月出納検査の結果に関する報告の提出について  
                                     

 地方自治法第 235 条の２第１項の規定により、令和６年 11・12 月分、令和７

年１・２月分の現金出納検査を行ったので、同条第３項の規定により、その結

果に関する報告を別紙のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





例 月 出 納 検 査 報 告 書 
 
１ 検査期日及び検査対象 
   
  

検 査 期 日 検  査  対  象 
令和７年１月８日 令和６年11月分の現金の出納 

令和７年２月 10 日 令和６年12月分の現金の出納 

令和７年３月７日 令和７年１月分の現金の出納 

令和７年４月４日 令和７年２月分の現金の出納 

 
 
２ 検査結果 
 ⑴ 一般会計、特別会計 
   収支計算書の計数と会計諸帳簿及び現金在高の照合並びに抽出により証

書類の検査をした結果、正確であると認められた。 
 
⑵ 公営企業会計 

試算表及び資金予算表の計数と会計諸帳簿及び現金在高の照合並びに抽

出により証書類の検査をした結果、正確であると認められた。 



(参考資料）

会 計 別 前 月 末 残 高 本月分収入済額 本月分支出済額 本 月 末 残 高

一 般 会 計 133,311,670,621 126,309,736,506 90,605,822,959 169,015,584,168

土 地 区 画 整 理 会 計 0 20,415,474 20,415,474 0

駐 車 場 会 計 60,324,961 4,841,900 1,252,275 63,914,586

母子父子寡婦福祉資金貸付会計 70,885,957 7,913,193 316,000 78,483,150

国 民 健 康 保 険 会 計 2,453,000 19,640,104,566 19,640,104,566 2,453,000

後 期 高 齢 者 医 療 会 計 805,128,263 3,203,193,644 3,332,930,449 675,391,458

介 護 保 険 会 計 10,000 17,209,333,576 17,209,333,576 10,000

基 金 会 計 1,090,407,509 196,694,493 0 1,287,102,002

公 債 会 計 15,386,842,620 7,518,975,000 1,989,560,471 20,916,257,149

小 計 150,727,722,931 174,111,208,352 132,799,735,770 192,039,195,513

歳 入 歳 出 外 現 金 0 34,821,363,394 34,821,363,394 0

合 計 150,727,722,931 208,932,571,746 167,621,099,164 192,039,195,513

基 金 297,918,000 80,406,780,850 80,406,780,850 297,918,000

総 計 151,025,640,931 289,339,352,596 248,027,880,014 192,337,113,513

会 計 別 前 月 末 残 高 本月分収入済額 本月分支出済額 本 月 末 残 高

軌 道 整 備 事 業 会 計 559,058,731 1,107,642 67,260,980 492,905,393

高 速 電 車 事 業 会 計 9,674,715,470 6,514,941,388 4,455,431,589 11,734,225,269

水 道 事 業 会 計 20,031,319,240 5,008,077,518 4,341,850,199 20,697,546,559

中央卸売市場事業会計 1,521,602,262 143,244,439 81,396,859 1,583,449,842

病 院 事 業 会 計 573,493,996 5,883,564,946 4,633,667,203 1,823,391,739

下 水 道 事 業 会 計 2,192,415,499 2,813,715,053 3,306,014,976 1,700,115,576

合 計 34,552,605,198 20,364,650,986 16,885,621,806 38,031,634,378

注:水道事業会計の本月末残高には、現預金として保有されている退職給付引当資産3,987,226,918円、

　 水道施設更新積立金7,600,000,000円及び水道施設更新積立運用金3,530,608,640円が含まれている。 

令和6年11月30日現在（単位　円）

令和6年11月30日現在（単位　円）








